
JP 6505707 B2 2019.4.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　－　少なくとも係合座部（２５２）を備えたシャンク（２５１）を備えた支持本体（２
５）と、
　－　略トロイダルのフィルタ壁（３３）、および前記係合座部（２５２）にスナップ係
合可能な少なくとも係合歯（３１１）を備えた支持プレート（３１）を備えたフィルタ・
カートリッジ（３０）と、
を含む、フィルタ群（１０）であって、
　前記係合座部（２５２）には、その中で前記係合歯（３１１）とスナップ係合する前記
シャンク（２５１）のスロットが形成され、前記スロットが、前記フィルタ壁（３３）の
軸（Ａ）に対して略垂直な平面上に位置する載置面（２５３）と、該載置面（２５３）の
両側から立ち上がる２つの対向側面（２５６、２５７）とを備え、前記側面（２５６、２
５７）のうちの少なくとも１つの側面（２５７）が、略径方向平面上にある前記載置面（
２５３）に対して略直角の第１の部分（２５７１）と、該第１の部分（２５７１）を前記
軸（Ａ）に平行な方向に延長してそれに隣接しておりかつ、前記第１の部分（２５７１）
における前記シャンク（２５１）の径方向厚さに対する前記シャンク（２５１）の減少し
た径方向厚さの部分により画定される、前記第１の部分（２５７１）の横たわる平面に対
して傾斜している解除斜面を画定している第２の部分（２５７２）とを含む、フィルタ群
（１０）。
【請求項２】
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　前記第２の部分（２５７２）は、前記フィルタ壁（３３）の前記軸（Ａ）に対する前記
フィルタ・カートリッジ（３０）と前記支持本体（２５）との間の相互回転に続いて、前
記係合座部（２５２）から距離を置いて、径方向に、前記係合歯（３１１）を曲げるよう
に構成されている、請求項１に記載のフィルタ群（１０）。
【請求項３】
　前記第２の部分（２５７２）は略丸められている、請求項１または２に記載のフィルタ
群（１０）。
【請求項４】
　前記第２の部分（２５７２）は略平面状である、請求項１または２に記載のフィルタ群
（１０）。
【請求項５】
　前記第２の部分（２５７２）は前記載置面（２５３）に近位であり、前記第１の部分（
２５７１）は前記載置面から遠位である、請求項１から４のいずれか一項に記載のフィル
タ群（１０）。
【請求項６】
　前記第２の部分（２５７２）は前記載置面（２５３）から遠位であり、前記第１の部分
（２５７１）は前記載置面に近位である、請求項１から４のいずれか一項に記載のフィル
タ群（１０）。
【請求項７】
　前記係合座部（２５２）の前記載置面（２５３）から立ち上がっている他方の側面（２
５６）は、略平面状かつ、前記載置面（２５３）に対して略直角である、請求項１から６
のいずれか一項に記載のフィルタ群（１０）。
【請求項８】
　前記係合歯（３１１）は弾性降伏性であり、前記フィルタ・カートリッジ（３０）に対
して前記支持本体（２５）を除去可能に相互に拘束するように、前記フィルタ壁（３３）
の前記軸（Ａ）に沿った相互移動に続くスナップ結合により前記係合座部（２５２）の前
記載置面（２５３）との形状拘束を生じさせることができる、請求項１から７のいずれか
一項に記載のフィルタ群（１０）。
【請求項９】
　前記係合歯（３１１）は、前記軸（Ａ）を有する径方向平面に対する傾斜側面（３１２
）を備え、前記傾斜側面（３１２）は、前記第１の部分（２５７１）と前記第２の部分（
２５７２）とを含み、前記第２の部分と実質的に補完的形状を有する前記側面（２５７）
に面している、請求項１から８のいずれか一項に記載のフィルタ群（１０）。
【請求項１０】
　前記係合歯（３１１）の前記傾斜側面（３１２）と前記第２の部分（２５７２）とは、
前記載置面（２５３）から前記係合歯（３１１）のフックを外すために、前記支持本体（
２５）に対する前記フィルタ・カートリッジ（３０）の軸方向回転に続いて、引摺り接触
するようになっている、請求項９に記載のフィルタ群（１０）。
【請求項１１】
　前記支持本体（２５）は、前記フィルタ・カートリッジ（３０）に封止係合可能なフラ
ンジ（２５０）と、該フランジ（２５０）から前記フィルタ・カートリッジ（３０）に向
けて分岐しているシャンク（２５１）とを備え、前記係合座部（２５２）は前記シャンク
（２５１）にて実現される、請求項１から１０のいずれか一項に記載のフィルタ群（１０
）。
【請求項１２】
　前記フィルタ群が、前記フィルタ・カートリッジ（３０）と前記支持本体（２５）との
間に挟み込まれ、かつ前記係合歯（３１１）と前記係合座部（２５２）との間の前記スナ
ップ係合に続きこれらの間で圧縮されるよう向けられる、少なくともシール・リング（３
１４）を備える、請求項１１に記載のフィルタ群（１０）。
【請求項１３】
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　推進手段が前記支持本体（２５）と前記フィルタ・カートリッジ（３０）との間に挟み
込まれ、この推進手段は、前記フィルタ・カートリッジ（３０）を前記支持本体（２５）
に対して軸方向に相互に押すことができる、請求項１から１２のいずれか一項に記載のフ
ィルタ群（１０）。
【請求項１４】
　フィルタ・カートリッジ（３０）を除去可能に支持することができる少なくとも係合座
部（２５２）を含むケーシング（２０）の内部にあるフィルタ・カートリッジ（３０）用
のシャンク（２５１）を備えた支持本体（２５）であって、前記係合座部（２５２）には
、その中で前記係合歯（３１１）とスナップ係合する前記シャンク（２５１）のスロット
が形成され、前記スロットが、略平面状の載置面（２５３）と、該載置面（２５３）の両
側に配置されている２つの立ち上がる対向側面（２５６、２５７）とを備え、該側面（２
５６、２５７）のうちの少なくとも１つの側面（２５７）が、略径方向平面上にある前記
載置面（２５３）に対して略直角の第１の部分（２５７１）と、前記第１の部分（２５７
１）を前記軸（Ａ）に平行な方向に延長してそれに隣接しておりかつ、該第１の部分（２
５７１）における前記シャンク（２５１）の径方向厚さに対する前記シャンク（２５１）
の減少した径方向厚さの部分により画定される、前記第１の部分（２５７１）の横たわる
平面に対して傾斜している解除斜面を画定している第２の部分（２５７２）とを含む、支
持本体（２５）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、フィルタ群およびフィルタ群の内部でフィルタ・カートリッジを支持するよ
うになっている支持本体に関する。
【０００２】
　本発明は、主に、例えば自動車または大型車両等のモータリング分野における、燃料、
油または燃焼用空気のために用いられるフィルタ群に関する。
【背景技術】
【０００３】
　既知の通り、モータリング・セクタにおけるディーゼルの濾過は、一般に、濾過される
流体用の入口および濾過された流体の出口を設けた外部ケーシングと、濾過される流体の
入口との連通室を画定可能なフィルタ・カートリッジとを含む群によって得られる。
【０００４】
　このようにして、フィルタ群の入口から出口に向かって流動する流体は、該流体中に存
在する可能性がある不純物を留めるフィルタ壁を強制的に横断させられる。
【０００５】
　典型的なフィルタ・カートリッジが、管形状を有するフィルタ壁と、フィルタ壁の両端
部に固定されている、上部および下部の２つの支持プレートとを含む。
【０００６】
　これらの支持プレートの少なくとも１つが、一般的に、フィルタ壁が内側から外側に向
かって横断されるように構成されている場合には、フィルタ壁の内容積がこれを介して、
濾過される流体の入口と連通して、またはフィルタ壁が外側から内側に向かって横断され
るように構成されている場合には、濾過される流体の出口と連通して、設置されている中
心開口部を設ける。
【０００７】
　これらのタイプのフィルタにおけるケーシングは、通常、フィルタ・カートリッジを支
持することができる支持本体を含むか、または該支持本体に関連している。
【０００８】
　いくつかの用途では、フィルタ・カートリッジの設置および交換は、この移動および操
作のステップに関係する問題をもたらす可能性がある。
【０００９】
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　フィルタ・カートリッジを設置する人員の作業を軽減しようと試みるために、先行技術
は、フィルタ・カートリッジをケーシング（例えば、ビーカ本体または支持本体の蓋部）
に除去可能にフック留めする様々な解決策を提供している。これらの解決策の第１のタイ
プが、バヨネット係合の使用を含む。これらのタイプのフック留めは、フィルタ・カート
リッジに画定されている少なくとも２つの異形突起部（ｐｒｏｆｉｌｅｄ　ｐｒｏｔｒｕ
ｓｉｏｎ）を含み、これらの各々は、支持フランジに存在する特別な溝部内に挿入される
ことが可能であり、その結果、フック留めは、支持フランジに向かうフィルタ・カートリ
ッジの僅かな軸方向移動によりかつフィルタ・カートリッジの軸に対する、結果として生
じる僅かな回転により、実施される。しかし、これらのバヨネット係合は、主にフック留
めの必要な複雑性による、いくつかの欠点を示す。
【００１０】
　一般に、フィルタ・カートリッジと支持フランジ（またはケーシング）との間の相互回
転を阻止する手段を含む必要があり、該手段は、例えば、可撓性タイプのデバイス、入り
組んだ外形またはねじ手段を備えた溝部である。
【００１１】
　これらの阻止システムは、一方ではあまり信頼性がなく、経時的に、特にフィルタ・カ
ートリッジの繰返しの交換後に耐久性がなく、他方では、これらは、フィルタ・カートリ
ッジおよびケーシング（支持フランジ）の製造コスト、ならびにメンテナンス作業中にフ
ィルタ・カートリッジの交換に必要な時間の増加によるコストの増大につながる。
【００１２】
　第２の既知のタイプ、前述のバヨネット係合の代替案が軸方向嵌合フックの使用を含む
が、フィルタ・カートリッジが重量および大きさを呈する用途タイプでは、係合手段の厳
密な配置が厄介になることが多い。
【００１３】
　さらに、かなり重いこのタイプのフィルタ・カートリッジの係合を確実にする必要性は
、除去するのが難しい軸方向スナップ嵌合の実現につながるとは必ずしも限らない。
【００１４】
　フック留めの第３のタイプが本出願人の名前で示されている（例えば、特許文献１参照
）。
【００１５】
　これらの係合では、支持本体上に配置されているフック留め座部内にスナップ嵌合する
歯は、フック留め座部の横方向側面全体を覆って延在している対応する斜面と共に、支持
本体からのフィルタ・カートリッジのフック外しを促進し、フィルタ・カートリッジの軸
に対するこれらの相互回転を作動させる、横方向側面上の斜面を示す。
【００１６】
　しかし、係合座部の横方向側面に存在する斜面は、ケーシングの内部でのフィルタ・カ
ートリッジの阻止ステップをかなり複雑化する。
【００１７】
　状況によっては、例えばケーシングおよびカバー上の適切なねじによりケーシングのカ
バーが係止されているが、ねじ締め回転により支持本体にかけられる推力が、支持本体か
らのフィルタ・カートリッジのデタッチング、およびケーシングの内部でのフィルタ・カ
ートリッジの結果として生じる配置エラーという、閉じたケーシングを設けられているフ
ィルタ群のこれらの用途において係合システムを安全に使用することを不可能にすること
につながることが分かっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】国際公開第２０１２／１４３７９３号パンフレット
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１９】
　本発明の目的は、簡単で、合理的で、相対的に安価な解決策を用いて、先行技術におけ
る前述の欠点を取り除くことである。
【００２０】
　本発明の目的は、フィルタ・カートリッジとこれを支持する本体との間の係合、同時に
、閉じたケーシングの内部に含有されることになっている用途での場合を含めて、容易に
解消可能で、安全に使用できる係合を実現することである。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　これらの目的は、独立クレームに報告されている本発明の特性により達成される。従属
クレームは、本発明の好適なかつ／または特に有利な態様を詳細に説明している。
【００２２】
　詳細には、本発明は、
　－　少なくとも係合座部を設けられている支持本体と、
　－　略トロイダルのフィルタ壁、および係合座部にスナップ係合可能な少なくとも係合
歯を設けられている支持プレートを備えたフィルタ・カートリッジと、
を含み、
係合座部は、フィルタ壁の軸に対して略垂直な平面上に位置する載置面と、載置面の両側
から立ち上がる２つの対向側面とを備えるフィルタ群に関する。
【００２３】
　本発明では、側面（ｔｈｅ　ｆｌａｎｋｓ）のうちの少なくとも１つの側面（ａ　ｆｌ
ａｎｋ）が、載置面に対して略直角の第１の部分と、第１の部分を軸方向に延長しており
かつ第１の部分の横たわる平面（ｌｉｅ　ｐｌａｎｅ）に対して傾斜している解除斜面を
画定している第２の部分とを含む。
【００２４】
　本解決策では、係合座部、詳細にはこの横方向側面は、係合座部内の係合歯によってと
られる軸位置による分化した回転に対して抵抗をもたらすように構成されている外形を示
す。
【００２５】
　このようにして、フィルタ・カートリッジの容易な係合を可能にする側面の部分（第２
の部分）と、これに対して、解除の可能性を阻止するかまたは制限する側面の部分（第１
の部分）とを画定することが可能である。
【００２６】
　第２の部分は、フィルタ壁の軸に対するフィルタ・カートリッジと支持本体との間の相
互回転に続いて、係合座部から距離を置いて、係合歯を径方向に曲げるように構成されて
いることが有利である。
【００２７】
　第２の部分は、支持本体に対するフィルタ・カートリッジの相互回転中に、係合歯の点
に傾斜を辿らせ、後方に曲げ、したがって係合座部を徐々にかつ人員によるより少ない努
力で自由にする、上昇斜面またはカム輪郭を画定している。
【００２８】
　本発明のさらなる有利な態様では、第２の部分は略丸められている。
【００２９】
　あるいは、第２の部分は略平坦としてもよい。
【００３０】
　いずれの場合でも、第１の部分と第２の部分とは、互いに、例えば、３０°と６０°の
間に含まれる角度で、限定的ではないが好ましくは４５°で、傾斜することとしてもよい
。
【００３１】
　本発明のさらなる態様では、第２の部分は載置面の最近位にあり、第１の部分は載置面
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から最遠位にある。
【００３２】
　このようにして、係合歯の解除は、係合歯が係合座部の載置面上に載っておりかつ歯を
第２の部分に近付けるためにフィルタ・カートリッジが回転して作動している位置にこれ
がある場合にのみ促進され、一方、歯が係合座部の内部でとり得るその他の位置では、解
除が妨げられるかまたは阻まれる。
【００３３】
　あるいは、第２の部分は、載置面からより距離を置いてもよく、第１の部分は、代わり
に、載置面により接近することとしてもよい。
【００３４】
　このようにして、係合歯のフック外しは、これが係合座部の載置面から取り外される位
置に係合歯がありかつフィルタ・カートリッジが歯を第２の部分に近付けるように移動お
よび回転して作動している場合にのみ促進され、一方、歯が係合座部の載置面上に載って
いる場合、解除は阻止されるかまたは促進されない。
【００３５】
　同じ目的のために、本発明のさらなる態様では、係合座部の載置面から立ち上がってい
る他方の側面は略平面状かつ、載置面に対して略直角である。
【００３６】
　本発明のさらなる態様では、係合歯は弾性降伏性であり、フィルタ・カートリッジに対
して支持本体を除去可能に相互に拘束するように、フィルタ壁の軸に沿った相互移動に続
き、スナップ結合により係合座部の載置面との形状拘束を生じさせることとしてもよい。
【００３７】
　解除の設備が必要であるこれらの用途において、支持本体からのフィルタ・カートリッ
ジの解除の設備をさらに向上させる目的で、係合歯が径方向平面に対する傾斜側面を含む
ことが可能であることが有利であり、傾斜側面は、第１の部分と第２の部分とを含む側面
に面している。
【００３８】
　また、係合歯の傾斜側面と第２の部分とは、載置面からの係合歯のフック外しのために
、支持本体に対するフィルタ・カートリッジの軸方向回転に続き、例えば引摺り接触する
ようになっている。
【００３９】
　本発明のさらなる態様では、支持本体は、フィルタ・カートリッジに封止係合可能なフ
ランジと、フランジからフィルタ・カートリッジに向けて分岐するシャンクとを含み、係
合座部はシャンクに存在する。
【００４０】
　少なくともシール・リングが含まれ、（例えば、これと共に交換されるようにこれに固
定されている）フィルタ・カートリッジと支持本体との間に挟み込まれており、係合歯と
係合座部との間でのスナップ結合に続き、これらの間で圧縮されるよう向けられることが
好ましい。
【００４１】
　例えば弾性を有する推進手段が、支持本体とフィルタ・カートリッジとの間に挟み込ま
れており、フィルタ・カートリッジを支持本体に対して軸方向に相互に押すようにできる
と有利である。
【００４２】
　この解決策では、係合歯が係合座部内に挿入された場合に係合座部の側面の第１の部分
および第２の部分（の高さに）の近傍に進行することができるように、係合歯の軸方向推
進が促進され得る。
【００４３】
　本発明のさらなる態様では、支持本体は、フィルタ・カートリッジを除去可能に支持可
能な少なくとも係合座部を含むケーシングの内部にフィルタ・カートリッジ用に設けられ
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ており、係合座部は、略平面の載置面と載置面の両側に配置されている２つの対向側面と
を備える。
【００４４】
　本発明では、側面（ｔｈｅ　ｆｌａｎｋｓ）のうちの少なくとも１つの側面（ａ　ｆｌ
ａｎｋ）が、載置面に対して略直角の第１の部分と、第１の部分を軸方向に延長しており
かつ第１の部分の横たわる平面に対して傾斜している解除斜面を画定している第２の部分
とを含む。
【００４５】
　本発明のさらなる特性および利点が、添付見出しの図を活用して、非限定的例として与
えられている後続の記載を読むことから出現するであろう。
【図面の簡単な説明】
【００４６】
【図１】本発明の第１の実施形態によるフィルタ群の長手方向断面図である。
【図２】図１の詳細の図である。
【図３】本発明の第１の実施形態によるフィルタ群のフィルタ・カートリッジの支持本体
の部分断面図である。
【図４】図３の切断線ＩＶ－ＩＶに沿った図である。
【図５】図３の切断線Ｖ－Ｖに沿った図である。
【図６】図３の切断線ＶＩ－ＶＩに沿った図である。
【図７】第１の実施形態による、組立て済み支持本体およびフィルタ・カートリッジの側
面図である。
【図８】図７の切断線ＶＩＩＩ－ＶＩＩＩに沿った図である。
【図９】第１の実施形態による、組立て済み支持本体およびフィルタ・カートリッジの第
２の側面図である。
【図１０】図９の切断線Ｘ－Ｘに沿った図である。
【図１１】第１の実施形態による、組立て済み支持本体およびフィルタ・カートリッジの
第３の側面図である。
【図１２】図１１の切断線ＸＩＩ－ＸＩＩに沿った図である。
【図１３】本発明の第１の実施形態による支持本体の係合座部の概略不等角投影図である
。
【図１４】第１の実施形態による、係合歯が動作位置において係合座部に取り付けられて
いる状態の、係合座部の概略不等角投影図である。
【図１５】第１の実施形態による、係合歯がさらなる動作位置において係合座部にフック
留めされている状態の、係合座部の概略不等角投影図である。
【図１６】本発明の第２の実施形態によるフィルタ群の長手方向図である。
【図１７】第２の実施形態によるフィルタ群のフィルタ・カートリッジの不等角投影図で
ある。
【図１８】図１６～図１７のフィルタ・カートリッジと支持本体間の接続部の大縮尺分解
詳細の図である。
【図１９】本発明の第２の実施形態の第１の変形形態による、支持本体の係合座部の概略
不等角投影図である。
【図２０】係合歯が動作位置において係合座部に係合されている状態の、図１９の係合座
部の概略不等角投影図である。
【図２１】係合歯がさらなる動作位置において係合座部に係合されている状態の、図１９
の係合座部の概略不等角投影図である。
【図２２】本発明の第２の実施形態の第２の変形形態による、支持本体の係合座部の概略
不等角投影図である。
【図２３】係合歯が動作位置において係合座部に係合されている状態の、図２２の係合座
部の概略不等角投影図である。
【図２４】係合歯が動作位置において係合座部に係合されている状態の、図２２の係合座
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部の概略不等角投影図である。
【発明を実施するための形態】
【００４７】
　図を詳細に参照すると、参照番号１０は、全体として、例えばモータリング分野におけ
る燃料（例えば、ディーゼル油）、油、空気または別の流体用のフィルタ群を示す。
【００４８】
　図１から図１５に示されている第１の実施形態を詳細に参照すると、フィルタ群１０は
、全体として２０で示されている外部ケーシングを含み、外部ケーシングは、ビーカ形本
体２１と、ビーカ形本体２１を閉鎖するのに適したカバー２２とを含む。
【００４９】
　（図１から図１５に示されている第１の実施形態の上部の）カバー２２は、本例では、
実質的に蓋部として合わせられており、（図１から図１５に示されている第１の実施形態
ではカバー２２の下方に配置されている）ビーカ形本体２１の開放縁部上に画定された対
応する（内）ねじ内へ螺入可能な（外）ねじを示す。
【００５０】
　以下はビーカ形本体内に画定されている：本例ではビーカ形本体２１の側壁に提供され
ている、濾過される流体の少なくとも入口導管２１０と、本例ではビーカ形本体２１の底
部に、好ましくは中心位置に提供されている、濾過された流体の出口導管２１１。
【００５１】
　また、ビーカ形本体２１は、例えばビーカ形本体２１の底部に、好ましくは偏心位置に
設けられている排出導管２１２を任意に含むこととしてもよい。
【００５２】
　出口導管２１１は、ビーカ形本体２１の同軸上に配置されており、第１の円筒座部２１
３を通って少なくとも部分的にビーカ形本体の内部に延在している。排出導管２１２は、
偏心位置に配置されており、例えば、第１の円筒座部２１３と同軸、かつこれに対してよ
り大きな直径を有し、かつこれより高い高さに配置されている第２の円筒座部２１４を通
って少なくとも部分的にビーカ形本体２１の内部に延在している。
【００５３】
　例えばカバー２２の内部に、可撓性フック２２０が存在することが可能であり、この自
由端は、ケーシング２０の内容積の内部に突出している。
【００５４】
　フィルタ群１０は、ハウジング２０内に収容されており、全体として参照番号３０で示
されており、以下に詳細に記載されるフィルタ・カートリッジを支持可能な支持本体２５
を含む。
【００５５】
　支持本体２５は、外周縁部（または他の適切な部分）がハウジング２０の内部に保持さ
れるように、（例えば、係合されると、カバー２２に対する支持本体の回転を阻止する適
切な径方向溝部により）実質的に可撓性のスナップ・フック２２０に係合可能な環状フラ
ンジ２５０を含む。
【００５６】
　支持本体２５は、環状フランジ２５０の下に（即ちカバー２２に面している環状フラン
ジの面の反対側から）突出している中空シャンク２５１をさらに含む。
【００５７】
　複数の係合座部２５２、例えば横方向スロット（例えば略矩形の形状の）、がシャンク
２５１に形成されている。
【００５８】
　（図１３の概略図に詳細に示されている）各係合座部２５２は、環状フランジ２５０に
平行な略平面状の支持面２５３により下方に範囲を定められている。
【００５９】
　各載置面２５３は、シャンク２５１に作製されているスロットの下縁部により画定され
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ている。
【００６０】
　各係合座部２５２において、シャンク２５１、および詳細には自由下縁部２５４は、２
つの案内面２５５を示し、案内面は、各係合座部２５２に関して両側に配置され、係合座
部の方へ収束するように傾斜している（案内面の各対は、次いで、各係合座部に関連付け
られ、同一シャンク２５１上に存在する）。
【００６１】
　各案内面２５５は、各係合座部２５２への進入区域を設けるために載置面２５３により
画定されている平面に対して傾斜する平面を構成している。
【００６２】
　換言すれば、シャンク２５１の下縁部２５４は、環状フランジ２５０に平行な方向に対
して鋭角で各々傾斜している案内面２５５により画定された略波状の構造を有する。案内
面２５５の各対の傾斜は、中心に向かって収束するように、２つずつ反対方向にある。
【００６３】
　２つの案内面２５５間において、下縁部２５４は、載置面２５３に平行な略平面状の外
形を有し、シャンク２５１の軸受フラップが、底縁部２５４の平坦な外形に載置面２５３
から距離を置いている。
【００６４】
　各係合座部２５２は、互いに対向し、載置面２５３の両側でこれから立ち上がる２つの
側壁２５６および２５７を含む。
【００６５】
　係合座部２５２の側壁２５６、２５７の少なくとも１つ、本例では右側壁２５７が、略
平面状で載置面２５３に対して直角の第１の部分２５７１を含む。
【００６６】
　詳細には、本文脈において、用語「直角の」は、「垂直であること」を意味する、すな
わち、載置面２５３が周方向展開（ｃｉｒｃｕｍｆｅｒｅｎｔｉａｌ　ｄｅｖｅｌｏｐｍ
ｅｎｔ）を有するのに対して、いずれの場合でも径方向平面において（または略径方向に
）平坦な外形を有するということが意図されている。
【００６７】
　さらに、第１の部分２５７１を含む係合座部２５２の側壁２５６、２５７の少なくとも
１つ、本例では右側壁２５７は、第１の部分２５７１に隣接し、第１の部分２５７１の平
面に対して傾斜している解除斜面を画定する第２の部分２５７２を含む。
【００６８】
　解除斜面は、係合座部２５２の側壁２５７の限られた軸方向部分に沿って延在するシャ
ンク２５１の減少した径方向厚さの部分により画定されている。
【００６９】
　減少した径方向厚さを有する部分は、シャンク２５１の壁（本例では内壁）と実質的に
同一平面の径方向端部と、実質的にシャンクの径方向厚さの中心線に配置されている他方
の径方向端部とを示す。
【００７０】
　解除斜面は、シャンク２５１の外面と内面との間で（径方向に対して）傾斜接続面によ
り達成されると有利であり、傾斜接続面は、シャンクの外面と内面との間に相対的に低い
勾配を有して、周方向に沿って可変厚さを有する外形を画定している。
【００７１】
　また、解除斜面即ち第２の部分２５７２は、係合座部２５２の反対側の側壁２５６に平
行であるが、これより薄い可能性がある。第２の部分２５７２において、シャンク２５１
の平面外形は、連続的で広がった端部に至るまで、シャンク２５１の内壁に配置されたテ
ーパ端部から始まる（径方向に）漸増する厚さを有し、これは広がった端部でシャンクの
外壁とつながる。
【００７２】
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　第２の部分２５７２は略丸められていると有利である。
【００７３】
　あるいは、第２の部分２５７２は略平面状としてもよい。
【００７４】
　第１の部分２５７１と第２の部分２５７２とは、３０°と６０°の間、例えば略４５°
、の角度で相互に傾斜している。
【００７５】
　第２の部分２５７２は、実質的に、載置面自体から分岐しており、第２の部分２５７２
は載置面に近接している。一方、第１の部分２５７１は第２の部分２５７２を軸方向に延
在しており、したがって載置面２５３から遠位である。
【００７６】
　第１の部分２５７１および第２の部分２５７２に対向する係合座部２５２の他方の横方
向側面２５６は略平面状であり、載置面に対して略直角であるか、または平坦であり、環
状フランジ２５０の径方向平面上にある。
【００７７】
　横方向側面２５６は、シャンク２５１の径方向に広がった部分に作製されてもよい。
【００７８】
　図に示されている例では、シャンク２５１は、（対向する）互いから当距離のところに
存在し、平面図において環状フランジ２５０と同軸の仮想円周上に位置合わせされている
２つの保持座部２５２を有する。
【００７９】
　また、フィルタ群１０は、例えば支持本体２５に関連するバイパス弁２６を含む。
【００８０】
　バイパス弁２６は、例えば、支持本体２５により、カバー２２に対してかつフィルタ・
カートリッジ３０に対して除去可能となるように、関連付けられている。
【００８１】
　あるいは、バイパス弁は、支持本体２５に除去不可能に固定されることとしてもよい。
即ち、バイパス弁２６を支持本体２５に相互に固定する係合／固定手段は、バイパス弁２
６が、一旦支持本体２５に係合／固定された後はカバー２２から除去されないような大き
さに作製されることとしてもよい。
【００８２】
　支持本体２５は、例えばシャンク２５１と同軸でこの内側に画定された円筒座部２５８
を含む。
【００８３】
　円筒座部２５８は、例えば環状フランジ２５０を備えた単一の本体内に画定されている
。
【００８４】
　円筒座部２５８は中心貫通孔２５９を含み、バイパス弁２６の弁座部を画定している。
【００８５】
　バイパス弁２６は、中心貫通孔２５９を塞ぐ閉位置と中心孔２５９を自由にする開位置
との間で、円筒座部２５８の内部で移動可能に、例えば滑動可能に関連付けられた閉塞具
２６０を含む。
【００８６】
　本例では、閉塞具２６０は略きのこ形であり、細長い部分は中心孔２５９内に挿入され
、ヘッドは下方へ即ちケーシング２０の内部の方へ突出している。
【００８７】
　詳細には、閉塞具２６０は、弾性手段と対照的に、例えば（中心孔２５９が配置されて
いる）円筒座部２５８の底部と閉塞具のヘッドの反対側の広がった拡大端部２６０との間
に挟み込まれたばね２６１、例えば圧縮コイルばね、に反して、閉位置から開位置へ移動
可能である。
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【００８８】
　フィルタ・カートリッジ３０は、（例えば、図１から図１５に示されている第１の実施
形態の上部に）第１の支持プレート３１と（例えば図１から図１５に示されている第１の
実施形態の下部に）第２の支持プレート３２とを含み、これらは、略円筒状の内容積の範
囲を定める管形状のフィルタ壁３３、図示の例では襞のある薄膜、の両端部に固定されて
いる。
【００８９】
　また、フィルタ・カートリッジ３０は、フィルタ壁の内部に挿入される１または複数の
支持コア３４と濾過下の流体の通過に利用可能な貫通開口部とを含む。
【００９０】
　第２の支持プレート３２は、フィルタ壁３３の長手方向軸Ａ上に中心に配置される中心
穴部３２０を示す。
【００９１】
　詳細には、第２の支持プレート３２は、例えば高さによる可変部を有する、略円筒状の
中心シャンク３２１を有する。
【００９２】
　中心シャンク３２１は、第２の支持プレートから直接分岐している第１の広がった部分
３２２と、第１の部分３２２より小さい直径を示す第２のテーパ部分３２３とを含む。
【００９３】
　第１の部分３２２および第２の部分３２３は、各第１の環状シール３２４および第２の
環状シール３２５を支持するのに適している。
【００９４】
　使用中、各第２の環状シール３２５を備えた第２の部分３２３は、ケーシング２０の第
１の円筒空胴部２１３の内部に実質的にぴったり挿入されることが可能であり、一方、第
１の部分３２２および各第１の環状シール３２４は第２の円筒座部２１４内に実質的にぴ
ったり挿入され得る。
【００９５】
　フィルタ・カートリッジ３０がケーシング２０内の定位置にある場合、排出導管２１２
は、第１の部分３２２および各第１の環状シール３２４により塞がれ、一方、出口導管２
１１は、中心穴部３２０および第２の支持プレート３２の中心シャンク３２１を介して、
フィルタ・カートリッジ３０（即ちフィルタ壁３３）の内容積と連通している。
【００９６】
　第１の円筒座部２１３（および第２の部分３２３）の軸方向深さは、第２の円筒座部２
１４（および第１の部分３２２）の軸方向深さより深い。
【００９７】
　このため、ケーシング２０からのフィルタ・カートリッジ３０の軸方向抜取り中、排出
導管２１２は、フィルタ・カートリッジの僅かな軸方向移動に続いて、出口導管２１１が
解放される前に解放される（フィルタ・カートリッジ３０がケーシング２０内に挿入され
た場合もまた同様）。
【００９８】
　第１の支持プレート３１は、フィルタ壁３３の長手方向軸Ａ上に中心に置かれている中
心穴部３１０を有し、これは、例えば、バイパス弁２６を介して、濾過される流体の入口
導管２１０と連通している。前述の構成では、フィルタ・カートリッジ３０は、入口導管
２１０と連通する外部室と、中心穴部３２０および第２の支持プレート３２の中心シャン
ク３２１を介して濾過された流体の出口導管２１１と連通するフィルタ壁３３の内容積と
整合している内部室とを、ケーシング２０の内部で画定する。
【００９９】
　複数の係合歯３１１が、フィルタ壁３３の反対側の第１の支持プレート３１の表面に形
作られており、この複数の係合歯は、第１の支持プレートから立ち上がっており、第１の
支持プレート３１に面している係合面を画定している。
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【０１００】
　係合面は略平面状であり、フィルタ壁３３の長手方向軸Ａに対して略垂直な平面上にあ
り、係合座部２５２の載置面２５３上で支持されるようになっている。また、各係合歯３
１１は、図８、図１０および図１２に観察されるように（即ち、径方向に対して傾斜して
いる少なくとも部分を示している）、横方向かつシャンク２５１の側壁２５７に存在する
、第２の部分２５７２の補完的形状を実質的に示す傾斜側面３１２を含む。
【０１０１】
　傾斜側面３１２の傾斜部は、係合歯３１１の外側面上に面取り部（ｂｅｖｅｌｌｉｎｇ
）を画定しており、これにより、支持本体２５に対するフィルタ・カートリッジ３０の長
手方向軸Ａに対する（解除方向のかつ図１０および図１２に矢印で示されている）限定的
な回転の結果として、シャンク２５１の第２の部分２５７２上での係合歯の滑動が促進さ
れる。
【０１０２】
　係合歯３１１は右側に傾斜側面３１２を示す。係合歯３１１の傾斜側面３１２の反対側
の側面は略真っ直ぐであり（これにより、側面が径方向平面にある外形を示すことを意味
する）、係合座部２５２は、図８に矢印で示されている解除方向と反対方向の、長手方向
軸Ａに対するフィルタ・カートリッジ３０と支持本体２５との間の相互回転を安定的に休
止させるように、真っ直ぐな左側側面２５６を示す。
【０１０３】
　詳細には、図に示されている例では、第１の支持プレート３１に画定され、（両側に）
互いから等間隔の穴部に対して（例えば中心穴部３１０と）同心の仮想円に対して平面図
において整列している２つの係合歯３１１が存在する。
【０１０４】
　環状突出部（図示せず）が係合歯３１１の内部区域に設けられており、この環状突出部
は第１のプレート支持体３１に形成されてここから立ち上がっている。環状突出部は、使
用中に環状突出部３１３と、係合座部２５２の下に配置され、シャンクの軸方向部分にあ
るシャンク２５１の内面である環状フランジ２５０との間で圧縮される封止リング３１４
を使用中に（外部から）支持する。
【０１０５】
　また、係合歯３１１は、２つの端部位置間での限られた軸方向変位で、係合座部２５２
内で自由に軸方向に移動し、２つの端部位置のうちの第１の下降位置は、係合歯３１１が
係合面により係合座部２５２の載置面２５３上に載っており、第２の上昇位置は、係合歯
３１１の最上部が、載置面２５３に対向する係合座部２５２の壁と接触している（または
、いずれの場合でも、係合歯の係合面は載置面２５３から引き離されている）。
【０１０６】
　第１の位置にある歯では、係合歯３１１の側面（例えば、存在するとすれば、傾斜側面
３１２）は、第２の部分２５７２の側面に配置されている（係合歯の側面を通過する周方
向に沿って整列している）。
【０１０７】
　係合歯３１１が第１の位置にある状態で、フィルタ・カートリッジ３０が支持本体２５
に対して解除方向に回転した場合、係合歯と係合座部２５２の側壁２５７との間の接触領
域は、第２の部分２５７２に位置する（図１４の破線参照）。
【０１０８】
　この解除回転に続いて、係合歯３１１は後方に曲げられ、載置面２５３上で支持体から
徐々に出て、支持本体２５に対して軸方向に抜き出されることによりフィルタ・カートリ
ッジ３０が支持本体２５との係合から取り外される。
【０１０９】
　第２の位置にある歯では、係合歯３１１の側面（例えば、もし存在するとすれば、傾斜
側面３１２）は、第１の位置２５７１の側面に配置されている（周方向に沿って整列して
おり、係合歯の側面を通過している）。
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【０１１０】
　係合歯３１１が第２の位置にある状態で、フィルタ・カートリッジ３０が解除方向に支
持本体２５に対して回転して設置された場合、係合歯と係合座部２５２の側壁２５７との
間の接触領域は、第１の位置２５７１に位置している（図１５の破線参照）。
【０１１１】
　この回転に続いて、係合歯３１１の後方への曲げ能力は、実質的に阻止されるかまたは
いずれの場合でも制限され、係合歯は、支持本体２５の係合座部２５２の載置面２５３上
に安定的に載っているままである。係合歯３１１を曲げるのに必要な力は、この剛性と、
係合歯３１１の傾斜側面３１２を特定の寸法に作製することと、第１の部分２５７１を特
定の寸法に作製することとよって決定される。特に剛性を有する係合歯３１１の場合には
、第１の部分２５７１は、係合歯の傾斜側面３１２の中間区域上に載り、係合歯３１１の
剛性は、カバー２２の螺入中の２つの構成要素の解除を防止する。
【０１１２】
　係合歯３１１が第１の位置にあるか第２の位置にあるかどうかに関わらず、フィルタ・
カートリッジ３０が解除方向と反対方向に支持本体２５に対して回転して設置された場合
、（傾斜側面３１２の反対側の）係合歯３１１の側面と係合座部２５２との間の接触領域
は、側壁２５６に位置している。
【０１１３】
　略平面状で平行な外形間での接触は、後方に曲がる係合歯３１１の能力を阻止するかま
たはいずれの場合でも制限し、係合歯は、いずれの場合でも支持本体２５の係合座部２５
２の載置面２５３上で安定的に支持されたままである。
【０１１４】
　解除方向は、ビーカ形本体２１上でのカバー２２の螺入方向と同一であり、解除方向の
反対方向は、ビーカ形本体上でのカバーの螺退方向と同一であることが好ましい。
【０１１５】
　あるいは、ある用途では、解除方向は、ビーカ形本体２１上でのカバー２２の螺入方向
と反対であることとしてもよく、解除方向の反対方向は、ビーカ形本体上でのカバー２２
の螺退方向と同一である。
【０１１６】
　上記の観点から、フィルタ群１０動作は、図１から図１５に示されている第１の実施形
態に基づいて、以下に示す。
【０１１７】
　フィルタ群１０を組み立てるためには、フィルタ・カートリッジ３０の係合歯３１１を
支持本体２５の各係合座部２５２内に係合することで十分であり、即ち、フィルタ・カー
トリッジ３０がいかなる角度位置にあっても、軸方向に接近させることにより、係合歯３
１１はシャンク２５１の底縁部に最初に接触する。
【０１１８】
　係合歯３１１が係合座部２５２とまだ整合していない場合、これらは、案内面２５５の
１つにより挿入された下縁部の部分に接触し、フィルタ・カートリッジ３０が支持本体２
５の方へ軸方向に圧縮された（かつ／または長手方向軸Ａに関して若干回転した）場合、
係合歯は、これらが係合座部２５２と整合するまで案内面２５５を引き摺る。
【０１１９】
　この位置では、係合歯の底縁部を係合座部２５２から分離しているシャンク２５１を係
合歯３１１が（径方向に曲がることで）乗り越えることを可能にするように、フィルタ・
カートリッジ３０を単に軸方向に移動させるだけで、係合歯は、次いで、シャンク２５１
に形作られている関連係合座部２５２に係合する。
【０１２０】
　詳細には、各係合歯３１１の係合面は、各係合座部２５２の各載置面２５３上で安定的
に支持されたままである。これに続いて（これが前に行われていなかった場合、またはフ
ィルタ・カートリッジ３０を対象とした用途に必要である場合）、単に支持本体２５をカ



(14) JP 6505707 B2 2019.4.24

10

20

30

40

50

バー２２即ち可撓性フック２２０に取り付けるだけで十分である。
【０１２１】
　本実施形態では、フィルタ群１０の組立て中に一旦係合されると、支持本体２５はカバ
ー２２に対して除去不可能となる。
【０１２２】
　案内面２５５は、係合座部がカバー２２の陥凹部の内部に配置されている場合にも、操
作者が整列を案内、観察する必要性なしに、係合歯３１１を係合座部２５２内に正確に中
心に置くのに役立つ。
【０１２３】
　さらに、本体２１へのカバー２２の螺進は続行され、ケーシング２０の内部で閉じられ
たフィルタ・カートリッジ３０で閉鎖する。
【０１２４】
　螺入回転中、支持本体２５とフィルタ・カートリッジ３０とは互いに軸方向に圧縮され
、前述の解除方向への相互回転を受ける。
【０１２５】
　係合歯３１１は押されて、係合座部２５２の第１の部分２５７１と接触し、第２の部分
の方へ向かう。
【０１２６】
　このようにして、ケーシング２０の閉鎖中、支持本体２５からのフィルタ・カートリッ
ジ３０の偶発的なデタッチングが、係合歯３１１の側面と第１の部分２５７１との間の接
触のお蔭で実質的に防止される。
【０１２７】
　検査および／もしくはメンテナンス、ならびに／またはフィルタ・カートリッジ３０を
交換するために、ケーシング２０が開かれた時はいつでも、以下の手続きが観察される。
【０１２８】
　まず、カバー２２はビーカ形本体２１から螺退する。
【０１２９】
　螺退動作中、支持本体２５およびフィルタ・カートリッジ３０は、前述の解除方向に相
互回転する。
【０１３０】
　そして、フィルタ・カートリッジ３０が、第１の環状シール３２４および第２の環状シ
ール３２５とこれらの各座部との間で結果的に得られる摩擦により軸方向に制動され／保
持されるように、支持本体２５とフィルタ・カートリッジ３０とは互いに距離を置く。各
係合座部２５２に対する係合歯３１１の軸方向位置に関わらず、係合歯３１１の側面は、
カバー２２の螺退に続いて、係合座部２５２の側壁２５６と接触する。
【０１３１】
　これは、フィルタ・カートリッジ３０の不注意による分離、つまり、流体および／また
は粒子の任意の望ましくない偶発的な漏れを防止する。カバー２２の螺退に続いて、重力
または操作者による後続の牽引により、係合歯３１１を第１の位置に進入することができ
る。係合歯３１１が第１の位置にある状態で、フィルタ・カートリッジ３０を支持本体２
５との係合から除去するためには、係合座部２５２の第２の部分２５７２により画定され
ている解除斜面と係合歯３１１の側面（即ち傾斜側面３１２）が接触させられる解除方向
に、フィルタ・カートリッジ３０を若干回転させることで十分である。
【０１３２】
　同方向のフィルタ・カートリッジ３０の回転に続いて、係合歯３１１の側面と第２の部
分２５７２により画定されている解除斜面との間の相互滑動は、係合歯３１１の係合を径
方向に導くことで、係合歯３１１の連結の各表面は各載置面２５３から離れて移動する。
このようにして、係合歯は、支持本体２５から距離を置いて軸方向に自由に滑動し、フィ
ルタ・カートリッジ３０を解放し、したがってこれが交換され得る。
【０１３３】
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　図１から１５に示され、上記に記載されている第１の実施形態では、係合要素（係合歯
）３１１は、フィルタ・カートリッジ３０（詳細には第１支持プレート３１）に関連付け
られており、係合座部２５２は、カバー２２に関連する支持本体２５に形作られている。
あるいは、係合座部は、フィルタ・カートリッジに（例えば上部支持プレートに）形作ら
れることが可能であり、係合歯は、支持本体２５もしくはケーシング２０のカバー２２に
、またはビーカ形本体２１もしくはフィルタ・カートリッジを支持することが意図されて
いる別の本体に作製されることとしてもよい。
【０１３４】
　あるいは、前述の通り係合座部２５２が直接カバー２２上に（該カバー自体がフィルタ
・カートリッジ３０の支持本体２５を構成している状態で）または、ビーカ形本体２１に
形成されることも可能である。
【０１３５】
　詳細には、（共通の構成要素または同一技術部分を有する構成要素の参照番号は、上記
に記載されている第１の実施形態のものと同じである）図１６から図２４に示されている
第２の実施形態への詳細な参照では、フィルタ群１０は、全体として参照番号２０で示さ
れる外部ケーシングを含み、外部ケーシングは、ビーカ本体２１と、ビーカ本体２１を閉
鎖可能なカバー２２とを含む。
【０１３６】
　（図１６から図２４に示されている第２の実施形態の下部の）カバー２２は、本例では
、上方に向けられた陥凹部を備えた実質的にキャップとして合わせられており、（図１６
から図２４に示されている第２の実施形態では、下方に向く陥凹部を備えたカバー２２の
上部に配置されている）ビーカ本体２１の開放縁部上に画定された、対応する（内）ねじ
内に螺入可能な（外）ねじを示している。
【０１３７】
　本例ではビーカ本体２１の側壁上に画定されている、濾過される流体の少なくとも入口
導管２１０と、本例ではビーカ本体２１の上壁に、好ましくは中心位置に存在する濾過さ
れた流体の出口導管２１１と、がビーカ本体２１に画定されている。
【０１３８】
　また、カバー２２は、例えばカバー２２の底部に、好ましくは中心位置に配置される、
キャップにより閉鎖される排出導管２１２を含むこととしてもよい。
【０１３９】
　出口導管２１１は、ビーカ形本体２１と同軸上に配置されており、第１の円筒座部２１
３を介してビーカ形本体の内側に少なくとも部分的に突出している。
【０１４０】
　フィルタ群１０は、ケーシング２０の内部に収容され、以下に詳細に記載される、全体
として３０で示されているフィルタ・カートリッジを支持可能な支持本体２５を含む。
【０１４１】
　図１６から図２４に示されている第２の実施形態の支持本体２５は、カバー２２を備え
た部品内に画定されており、カバーと、例えばカバー２２の底部を含有かつ画定するカバ
ーの下部と整合している。
【０１４２】
　支持本体２５は、カバー自体の底部により画定された環状フランジ２５０を含む。
【０１４３】
　支持本体２５は、環状フランジ２５０の上方に（即ちケーシング２０の内部の方へ）突
出するシャンク２５１をさらに含む。
【０１４４】
　複数の係合座部２５２、例えば横方向スリット（例えば略矩形の形状を有する）が、シ
ャンク２５１に形作られている。（図１８の詳細および図１９～図２４に示されている）
各係合座部２５２は、略平面状かつ環状フランジ２５０に略平行な即ちケーシング２０（
および／またはフィルタ・カートリッジ３０）の長手方向軸に対して垂直な載置面２５３
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により上方に範囲を定めている。
【０１４５】
　各載置面２５３は、シャンク２５１に存在するスリットの上縁部により画定されている
。
【０１４６】
　各係合座部２５２において、シャンク２５１および詳細には上方自由縁部２５４が、各
係合座部２５２に対して（例えば、両側の）側面により配置されている（例えば、２つの
）少なくとも案内面２５５を示し、各々は、係合座部に向かって収束する方法で傾斜して
いる。
【０１４７】
　各案内面２５５は、各係合座部２５２に向かう進入区域を実現するように、載置面２５
３により画定されている平面に対する傾斜平面としている。
【０１４８】
　換言すれば、シャンク２５１の上縁部２５４は、各々が環状フランジ２５０に平行な方
向に対して鋭角の傾斜を示す案内面２５５により画定された略波状の構造を示し、案内面
２５５の各対の傾斜は、中心に向かって収束するようになっている。
【０１４９】
　上縁部２５４は、案内面２５５間で載置面２５３に平行な略平坦な外形を示し、シャン
ク２５１の細い軸受ストリップが、上縁部２５４の平坦な外形を載置面２５３から遠ざけ
ている。
【０１５０】
　各係合座部２５２は、対向し、かつその両側で載置面２５３から横方向に分岐する２つ
の側壁２５６および２５７を含む。
【０１５１】
　係合座部２５２の側壁２５６、２５７の少なくとも１つ、本例では左側壁２５７が、平
面状であり、載置面２５３に関して実質的に直角の第１の部分２５７１を含む。
【０１５２】
　詳細には、用語「直角に」は、本文脈では「垂直な」を意味する。または載置面２５３
が周方向展開を示す一方、いずれの場合でも径方向平面にある（略径方向の）平面外形を
示す。
【０１５３】
　また、第１の部分２５７１、本例では左側壁２５７を含む、係合座部２５２の側壁２５
６、２５７の少なくとも１つは、第１の部分２５７１に隣接する第１の部分２５７１の横
たわる平面に対して傾斜した解除斜面を画定する第２の部分２５７２を含む。
【０１５４】
　解除斜面は、係合座部２５２の側壁２５７の限られた軸方向部分に亘って画定されたシ
ャンク２５１に対して径方向の薄い厚さの部分により画定されている。
【０１５５】
　薄い厚さに係合している部分は、シャンク２５１の壁（本例では外壁）と実質的に同一
平面の径方向端部と、シャンクの径方向厚さの実質的に中央線に配置されている（または
シャンク２５１の内壁と同一平面の）他方の径方向端部とを示す。解除斜面は、シャンク
２５１の外面と内面との間の（径方向に対する）傾斜接続面により実現されることが有利
であり、これは、シャンクの外面と内面との間に相対的に低い傾斜を備えた周方向に沿っ
た可変厚さの外形を画定している。
【０１５６】
　また、解除斜面、即ち第２の部分２５７２は、係合座部２５２の反対側の側壁２５６に
平行であるが少ない厚さを有する。
【０１５７】
　第２の部分２５７２において、シャンク２５１の上面外形は、シャンク２５１の外壁に
配置されているテーパ端部から始まり、これがシャンクの内壁と結合する広がった端部に
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至るまで、連続的に（径方向に）漸増する厚さを示す。
【０１５８】
　第２の部分２５７２は略丸められていると有利である。
【０１５９】
　あるいは、第２の部分２５７２は略平面状としてもよい。
【０１６０】
　第１の部分２５７１と第２の部分２５７２とは、３０°と６０°の間に含まれる角度、
例えば実質的に４５°で相互に傾斜している。図１８から図２１に示されている第２の実
施形態の第１の変形形態では、第２の部分２５７２は実質的に載置面２５３から分岐して
いる。第２の部分２５７２は載置面に近接しており、一方、第１の部分２５７１は第２の
部分２５７２を軸方向に延長しているため、載置面２５３から遠位である。
【０１６１】
　第１の変形形態では、第２の部分２５７２は第１の部分２５７１より高い高さに配置さ
れている。
【０１６２】
　図２２から図２４に示されている第２の実施形態の第２の変形形態では、第１の部分２
５７１は実質的に載置面２５３から分岐しており、第１の部分２５７１は載置面に近接し
ている。一方、第２の部分２５７２は第１の部分２５７１を軸方向に延長しているため、
載置面２５３から遠位である。
【０１６３】
　第２の変形形態では、第２の部分２５７２は第１の部分２５７１より低い高さに配置さ
れている。
【０１６４】
　第１の部分２５７１および第２の部分２５７２の反対側である、係合座部２５２の他方
の横方向側面２５６は、略平面状であり、載置面２５３に対して略直角である。即ちこれ
は平坦であり、環状平面２５０の径方向平面上にある。
【０１６５】
　横方向側面２５６は、シャンク２５１の径方向に広がった部分において実現されること
としてもよい。
【０１６６】
　図に報告されている例では、シャンク２５１は、（対向する）互いから当距離のかつ環
状フランジ２５０即ちカバー２２と同軸の仮想円周上の平面図において整列した複数の係
合座部２５２（例えば２つまたは４つ）を示す。
【０１６７】
　フィルタ・カートリッジ３０は、（例えば、図１６から図２４に示されている第２の実
施形態の下部に）第１の支持プレート３１と、（例えば、図１６から図２４に示されてい
る第２の実施形態の上部に）第２の支持プレート３２とを含む。これらは、管状フィルタ
壁３３、本例では図示の襞のある薄膜、の両端部に固定されおり、襞のある薄膜は、略円
筒状の内容積を画定してその範囲を定めている。
【０１６８】
　また、フィルタ・カートリッジ３０は、フィルタ壁３３の内部に挿入され、濾過下の流
体の通過用の貫通孔を設けられている１つまたは複数の支持コア３４を含むこととしても
よい。
【０１６９】
　第２の支持プレート３２は、フィルタ壁３３の長手方向軸Ａ上に中心に配置される中心
穴部３２０を有する。
【０１７０】
　詳細には、第２の支持プレート３２は略円筒形の中心シャンク３２１を有する。
【０１７１】
　中心シャンク３２１は環状シール３２４を支持することができる。
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【０１７２】
　使用中、各環状シール３２４を備えた中心シャンク３２１は、ビーカ本体２１の第１の
円筒座部２１３の内部にぴったりと挿入され得る。
【０１７３】
　フィルタ・カートリッジ３０がケーシング２０の内部の位置にある場合、出口導管２１
１は、中心穴部３２０と第２の支持プレート３２の中心シャンク３２１とを介してフィル
タ・カートリッジ３０（即ちフィルタ壁３３）の内容積と連通している。
【０１７４】
　第１の支持プレート３１は、例えば、フィルタ壁３３の長手方向軸Ａ上に中心に配置さ
れた実質的に閉じたディスク形状である（即ちこれは貫通孔を有さない）。
【０１７５】
　前述の構成のため、ケーシング２０の内部のフィルタ・カートリッジ３０は、入口導管
２１０と連通している外部室と、中心穴部３２０および第２の支持プレート３２の中心シ
ャンク３２１を介して濾過された流体の出口導管２１１と連通する、フィルタ壁３３の内
容積と整合した内部室とを画定している。
【０１７６】
　複数の係合歯３１１は、フィルタ壁３３の反対側の第１の支持プレート３１の表面に形
成されており、この係合歯３１１は、第１の支持プレートから実質的に軸方向に突出して
おり、第１の支持プレート３１に面している係合面を（ラチェット・ヘッドに）画定して
いる。
【０１７７】
　係合面は略平面状であり、フィルタ壁３３の長手方向軸Ａに対して略垂直な平面上にあ
り、係合歯３１１のラチェット・ヘッドが係合座部に進入したら、係合座部２５２の載置
面２５３と接触して載ることができる。
【０１７８】
　傾斜側面３１２が、例えば、シャンク２５１の側壁２５７に存在する第２の部分２５７
２と実質的に補完的である形状であり、第１の実施形態および、図１７、図１８、図２０
、図２１、図２３および図２４に示される各係合歯３１１は傾斜横方向側面３１２をさら
に含む（即ち径方向に対する少なくとも傾斜部を示す）。
【０１７９】
　カバー２２に対するフィルタ・カートリッジ３０の、長手方向軸Ａに対する僅かな回転
（解除方向のかつ図２０、図２１、および図２３、図２４に矢印で指示されている）に続
いて、シャンク２５１の第２の部分２５７２上での係合歯の滑動を促進するためになど、
傾斜側面３１２の傾斜部は係合歯３１１の横方向側面上に面取り部を画定している。
【０１８０】
　係合歯３１１は左側に傾斜側面３１２を示す。係合歯３１１の傾斜側面３１２の反対側
の側面は略真っ直ぐであり（「真っ直ぐな」は、径方向平面上にある平面をこれが示すこ
とを意味する）、係合座部２５２は、前述の解除方向の反対方向に長手方向軸Ａに関して
、フィルタ・カートリッジ３０と支持本体２５との間の相互回転を安定的に停止させる（
または促進しない）ように、各直角の真っ直ぐな横方向側面２５６を示す。
【０１８１】
　詳細には、図１６～図２４に示されている例では、第１の支持プレート３１に（長手方
向軸Ａに）対して同心の仮想円周に関して平面図において整列しておりかつ相互に当距離
の（両側に配置されている）２つの係合歯３１１が存在する。
【０１８２】
　単独で保護可能な本発明の変形形態では、例えば弾性の推進手段が、環状フランジ２５
０（即ちカバー２２の底部）と第１の支持プレート（即ち係合歯３１１を設けられている
第１の支持プレートの面）との間に挟み込むことができ、この推進手段は、環状フランジ
に対して距離を置いて第１の支持プレート３１を押すことができる。
【０１８３】
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　推進手段は、例えば、フィルタ群１０の設計段階の間に、任意のものとしてもよく、フ
ィルタ・カートリッジ３０と支持本体２５（カバー２２）との間の相互移動を考慮する必
要がない。
【０１８４】
　推進手段は、例えばフィルタ壁３３が濾過されている流体で湿っている場合にも、フィ
ルタ・カートリッジ３０に作用する重力を克服する（推進力をかけることができる）よう
に構成されている（大きさに作製されている）。推進手段は、係合歯３１１の係合面を（
上方に）押して、フィルタ・カートリッジ３０に作用する重力に反して、係合座部２５２
の載置面２５３に当接して強制的に載るように構成されている。
【０１８５】
　推進手段の図示されていない、可能性のある実施形態では、推進手段は、環状フランジ
２５０（カバー２２の底部）と第１の支持プレート３１との間で圧縮可能な圧縮ばねや、
螺旋ばね、もしくはベルビル（Ｂｅｌｌｅｖｉｌｌｅ）・ワッシャ等のねじりばね（ｆｌ
ｅｘｉｏｎ　ｓｐｒｉｎｇ）などの、ばねを含むこととしてもよい。
【０１８６】
　推進手段は、ケーシング２０の内側に除去可能に関連してもよく、かつ／または第１の
支持プレート３１と環状フランジ２５０（カバー２２の底部）との間から１つに固定され
得る。
【０１８７】
　図示の例では、推進手段は、例えば実質的に軸方向に突出し、例えば第１の支持プレー
ト３１に対して傾斜する長手方向軸を有する、即ち係合歯３１１が分岐している第１の支
持プレート３１の面からの、１つまたは複数の弾性ストリップ３１５を含む。
【０１８８】
　各弾性ストリップ３１５は、第１の支持プレート３１の方への軸方向圧縮に続いて曲が
ることができ、解放時に（弾性ストリップに作用する弾性力の効果により）拡張位置に戻
ることができる弾性可撓性棚状部を実質的に画定している。
【０１８９】
　各弾性ストリップ３１５は、例えば、第１の支持プレート３１を備えた単一本体に実現
される。
【０１９０】
　各弾性ストリップ３１５の自由端は、例えば、係合歯３１１の自由端の高さを越えて軸
方向に突出している。
【０１９１】
　詳細には、図１６～図２４に示されている例では、第１の支持プレート３１に対して同
心の仮想円周に対して平面図において整列し、相互に当距離の（両側に、係合歯３１１に
対して直角に配置されている）２つの弾性ストリップ３１５が存在する。
【０１９２】
　本例では、弾性ストリップ３１５は、フィルタ・カートリッジ３０がカバー内に挿入さ
れた場合に、カバー２２の底部上に設けられているシャンク２５１と接触できないように
、係合歯３１１がこの上に整列している仮想円周の内部に実質的に含有されている。
【０１９３】
　各係合歯３１１と各係合座部２５２との間の接続に戻って、係合歯３１１は、このラチ
ェット・ヘッドが係合座部内に挿入されると、２つの端部位置間の限られた軸方向変位に
より、係合座部２５２内で軸方向に移動し得ることに留意されたい。２つの端部位置は、
係合歯３１１が係合座部２５２の載置面２５３の下に係合面で載っている、第１の上昇位
置と、係合歯３１１の最上部が、載置面２５３の反対側の係合座部２５２の壁と接触する
（または、いずれの場合でも係合歯３１１の係合面が載置面２５３から外れる）、第２の
下降位置とである。
【０１９４】
　図１９～図２１は、前述の推進手段が存在する、本発明の第２の実施形態の第１の変形
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形態によるフィルタ群１０を示す。
【０１９５】
　係合歯３１１が係合座部２５２と係合する場合、係合歯３１１は、当然、図２０に示さ
れている第１の上昇位置にあり（前述の推進手段により軸方向に押され）、係合歯３１１
の側面（例えば、存在するとすれば、傾斜面３１２）は、第２の部分２５７２の側面に配
置されている（係合歯の側面を通過する周方向に沿って整列している）。
 
【０１９６】
　（フィルタ・カートリッジ３０がこの中に挿入されている状態で）カバー２２がケーシ
ング２０に接近している場合、例えばケーシング内に存在する図示されていない軸方向隣
接手段が、フィルタ・カートリッジ３０と接触し、推進手段の作用を克服して係合歯３１
１を第２の下降位置（図２１）にもたらしながら、フィルタ・カートリッジ３０をカバー
２２の底部の方へ軸方向に押す。
【０１９７】
　この場合、係合歯３１１が第２の下降位置にある状態で、（例えばケーシング２０への
カバー２２の螺入中に）フィルタ・カートリッジ３０が解除位置においてカバー２２に対
して回転した場合、係合歯３１１と係合座部２５２の側壁２５７との間の接触領域は、第
１の部分２５７１に配置されており（図２１の破線参照）、係合歯３１１の偶発的な脱挿
入（ｄｅｉｎｓｅｒｔｉｎｇ）が、係合座部２５２により防止される。
【０１９８】
　代わりに、カバー２２がケーシング２０から解除された場合、フィルタ・カートリッジ
３０は、係合歯３１１を第１の上昇位置（図２０）に戻す、即ち第２の部分２５７２の側
面に立てられるために、カバー２２に対して、例えば推進手段により、自由に上昇する。
【０１９９】
　このようにして、フィルタ・カートリッジ３０に与えられる解除回転に続いて、例えば
これを交換する熟練工により、係合歯３１１は、後方へ（第１の支持プレート３１の中心
の方へ）曲げられ、（例えば載置面２５３の下で引き摺ることにより）係合座部２５２か
ら徐々に出て、フィルタ・カートリッジ３０が、軸方向脱挿入によりカバー２２（即ち支
持本体２５）との係合から除去されることを可能にする。
【０２００】
　あるいは、第２の実施形態の第１の変形形態では、前述の推進手段を含まないこととし
てもよい。
【０２０１】
　この場合、係合歯３１１が係合座部２５２と係合する場合、係合歯３１１は、当然、図
２１に示されている第２の下降位置にあり（重力により軸方向に下方に押され）係合歯３
１１の側面（例えば、存在するとすれば、傾斜側面３１２）は、第１の位置２５７１の側
面に立てられている（係合歯の側面を通過する周方向に沿って整列している）。
【０２０２】
　係合歯３１１が第２の下降位置にある状態で、フィルタ・カートリッジ３０が（例えば
ケーシング２０へのカバー２２の螺進中）解除方向にカバー２２に対して回転した場合、
係合歯と係合座部２５２の側壁２５７との間の接触領域は、第１の位置２５７１に局在し
ている（図２１の破線参照）。
【０２０３】
　この回転に続いて、係合歯３１１は、後方に曲がる能力から実質的に防止されるか、い
ずれの場合でも該能力が制限され、係合歯は、係合座部２５２の内部に堅固に抑制された
ままとなる。
【０２０４】
　係合歯３１１の曲がりに必要な力は、この剛性と、係合歯３１１の傾斜側面３１２の定
寸と、第１の部分２５７１の定寸とによって決定される。係合歯３１１が特に堅い場合、
第１の部分２５７１は、係合歯の傾斜側面３１２の中間区域内に載る可能性があり、係合
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歯３１１の剛性は、カバー２２上への螺進ステップ中、２つの構成要素の解除を阻止する
。
【０２０５】
　しかし、カバー２２がケーシング２０から解除された場合、フィルタ・カートリッジ３
０は、係合歯３１１を上昇した第１の位置（図２０）にもたらされる。即ち、第２の部分
２５７２の側面に立てられるように、カバー２２に対して、例えば操作者により手動で、
自由に上昇する。
【０２０６】
　このようにして、フィルタ・カートリッジ３０に与えられる解除回転に続いて、例えば
交換熟練工により、係合歯３１１は、容易に後方へ（第１の支持プレート３１の中心の方
へ）曲げられ、（例えば載置面２５３の下で引き摺ることにより）係合座部２５２から徐
々に出て、フィルタ・カートリッジ３０が、軸方向脱挿入によりカバー２２（即ち支持本
体２５）との係合から除去されることを可能にする。
【０２０７】
　図２２～図２４は、前述の推進手段が存在する、本発明の第２の実施形態の第２の変形
形態のフィルタ群１０の詳細を示す。
【０２０８】
　第２の実施形態の本第２の変形形態では、係合歯３１１が係合座部２５２と係合した場
合、係合歯３１１は、当然、図２３に示されている第１の上昇位置にあり（前述の推進手
段により軸方向に押され）、係合歯３１１の側面（例えば、存在するとすれば、傾斜側面
３１２）は、第１の部分２５７１の側面に立てられている（係合歯の側面を通過する周方
向に沿って整列している）。
【０２０９】
　係合歯３１１が第１の上昇位置にある状態で、フィルタ・カートリッジ３０が解除方向
に（即ちケーシング２０に対してカバー２２内に螺入している／ケーシング２０に対して
カバー２２を螺退している間に）カバー２２に対して回転した場合、係合歯と係合座部２
５２の側壁２５７との間の接触領域は、第１の位置２５７１（図２３の破線参照）に位置
している。
【０２１０】
　この回転に続いて、係合座部は後方に曲がることを実質的に防止され、いずれの場合で
も制限され、これは係合座部２５２内に堅固に抑制されたままとなる。
【０２１１】
　（推進手段と対照的に軸移動に沿ってフィルタ・カートリッジ３０を動作させることに
より到達可能な）第２の下降位置にある係合歯３１１では、係合歯３１１の側面（例えば
、存在するとすれば、傾斜側面３１２）は、第２の部分２５７２の側面に立てられている
（係合歯の側面を通過する周方向に沿って整列している）。
【０２１２】
　係合歯３１１が第２の下降位置にある状態で、フィルタ・カートリッジ３０が解除方向
にカバー２２に対して回転した場合、係合歯３１１と係合座部２５２の側壁２５７との間
の接触領域は、第２の部分２５７２に位置している（図２４の破線参照）。
【０２１３】
　解放回転に続いて、係合歯３１１は、後方に（第１の支持プレート３１の中心の方へ）
曲げられ、係合座部２５２から徐々に出て、フィルタ・カートリッジ３０が、軸方向脱挿
入により、カバー２２（即ち支持本体２５）との係合から除去される。
【０２１４】
　係合歯３１１が第１の位置にあるか第２の位置にあるかどうか、または係合座部２５２
が（推進手段の有無に関わらず）図１９～図２１の第１の変形形態に示されているタイプ
であるか、図２２～図２４の第２の変形形態に示されているタイプであるかどうかに関わ
らず、フィルタ・カートリッジ３０が（例えばケーシング２０に対するカバー２２の螺退
中に）解放方向の反対方向に支持本体２５（即ちカバー２２）に対して回転した場合、（
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傾斜側面３１２の反対側の）係合歯３１１の側面と係合座部２５２との間の接触領域は、
側壁２５６に位置している。
【０２１５】
　略平面状で平行な外形間のこの接触は、係合歯３１１の後方に曲がる可能性を防止する
か、またはいずれの場合でも強硬に制限し、係合歯は、特に側壁２５６が径方向厚さの増
大を示す場合、即ち側壁がシャンク２５１の径方向の広がりに配置されている場合、例え
ば係合座部２５２の載置面２５３と接触して内部に堅固に抑制されたままである。
【０２１６】
　解放方向は、ビーカ本体２１上へのカバー２２の螺進方向と異なることが好ましく、解
放方向と反対の方向は、ビーカ本体上でのカバーの螺退方向に等しい。
【０２１７】
　あるいは、ある用途では、解放方向はビーカ本体２１上でのカバー２２の螺入方向に等
しくし、解放方向の反対方向がビーカ本体上でのカバー２２の螺退方向に等しくすること
が可能である。
【０２１８】
　さらに、フィルタ群１０が第２の実施形態の第２の変形形態に基づいて構造化される方
法のため、解放方向は、螺進方向または螺退方向と等しくまたは異なるよう、設計段階の
間に決定されることとしてもよい。
【０２１９】
　前述されたことを考慮して、図１６から図２４に示されている第２の実施形態による、
フィルタ群１０の機能は以下の通りである。
【０２２０】
　フィルタ群１０を組み立てるために、フィルタ・カートリッジ３０の係合歯３１１を支
持本体２５（即ちカバー２２）の各係合座部２５２内に進入させることで十分であり、フ
ィルタ・カートリッジ３０を軸方向に、これが入る任意の位置内に接近させることにより
、係合歯３１１は、シャンク２５１の上縁部２５４（および／または案内面２５５）に最
初に接触する。
【０２２１】
　係合歯３１１は、係合座部２５２とまだ整合せず、歯３１１は、案内面２５５の１つに
より挿入されている上縁部２５４の部分に接触する。フィルタ・カートリッジ３０がカバ
ー２２の底部の方へ軸方向に押圧された（かつ／または長手方向軸Ａに関して若干回転し
た）場合、係合歯は、各係合座部２５２と整合するまで案内面２５５を引き摺る。
【０２２２】
　案内面２５５は、操作者が必ずしも整列を案内し、観察しながら係合を実施する必要な
い。即ち、係合座部２５２がカバー２２の陥凹部の内部にある場合にも、係合歯３１１を
係合座部２５２内の中心に置くのに役立つ。
【０２２３】
　この整列位置では、シャンクの上縁部２５４を係合座部２５２から分離しているシャン
ク２５１の軸受ストリップを係合歯３１１が（径方向に曲がって）乗り越えることを可能
にするなどの、フィルタ・カートリッジ３０の単なる軸方向移動で、係合歯は、シャンク
２５１に存在する各係合座部２５２にスナップ係合する。
【０２２４】
　詳細には、各係合歯３１１の係合面は、例えば推進手段、即ち弾性ストリップ３１５に
よって上方に方向付けられた弾性力により、強制的に押圧されて各係合座部２５２の各載
置面２５３の下に載る。
【０２２５】
　さらに、カバー２２は、次いで、ビーカ本体２１へ螺進させられ、内部に封入されるフ
ィルタ・カートリッジ３０でケーシング２０を閉鎖する。
【０２２６】
　螺進回転中、支持本体２５（即ちカバー２２の底部）とフィルタ・カートリッジ３０と
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は互いに軸方向に圧縮可能であり、前述の解除方向と同一方向に相互回転を受けることが
可能である。
【０２２７】
　（存在するとすればこれらは隣接手段により圧縮されるので、推進手段の有無に関わら
ず）図１９～図２１に示されている第２の実施形態の第１の変形形態では、螺入の開始時
、係合歯３１１は第２の下降位置にあり、係合座部２５２からの係合歯３１１の偶発的な
解除は、前述の通り、係合歯３１１の側面（即ち傾斜側面３１２）と第１の部分２５７１
との間の接触により防止される。
【０２２８】
　他方、螺退中、各係合座部２５２に対する係合歯３１１の軸方向位置とは無関係に、係
合歯３１１の（傾斜側面の反対側の）側面は、係合座部２５２の側壁２５６と接触する。
【０２２９】
　これは、ケーシング２０の開放中、例えばケーシング２０が検査および／もしくはメン
テナンスのために、ならびに／またはフィルタ・カートリッジ３０を交換するために、開
放されなければならない度に、フィルタ・カートリッジ３０の任意の偶発的なデタッチン
グを防止する。
【０２３０】
　カバー２２との係合からフィルタ・カートリッジ３０を除去するには、（重力を克服す
る熟練工の力で、または推進手段の力により、のどちらかで）係合歯３１１を第１の上昇
位置に持ってきて、フィルタ・カートリッジ３０を解除方向に若干回転させることで十分
であり、係合歯３１１の側面（即ち傾斜側面３１２）は、第２の部分２５７２により画定
されている解除斜面と接触する。
【０２３１】
　同方向にフィルタ・カートリッジ３０の回転を継続することで、係合歯３１１の側面と
第２の部分２５７２により画定されている解除斜面との間の相互引摺りは、係合歯３１１
を径方向に曲げ、その結果、各係合歯３１１は、各係合座部２５２から出ることができる
。このようにして、係合歯３１１は、カバー２２の底部から（即ち支持本体２５から）距
離を置いて軸方向に自由に滑動し、フィルタ・カートリッジ３０を自由にし、交換するこ
とができる。
【０２３２】
　図２２～図２４に示されている第２の実施形態の第２の変形形態では、螺進動作の開始
時、係合歯３１１は第１の上昇位置にあり、係合座部２５２からの係合歯３１１の偶発的
な解除は、前述の通り、係合歯３１１の側面（即ち傾斜側面３１２）と第１の部分２５７
１との間の接触により防止される。
【０２３３】
　他方、螺退中、係合座部２５２に対する係合歯３１１の軸方向位置とは無関係に、係合
歯３１１の（傾斜側面３１２の反対側の）側面は、係合座部２５２の側壁２５６と接触す
る。
【０２３４】
　これは、ケーシング２０の開放中、例えばケーシング２０が、例えば検査および／もし
くはメンテナンスのために、ならびに／またはフィルタ・カートリッジ３０を交換するた
めに開放される度に、フィルタ・カートリッジ３０の任意の最終的な偶発的なデタッチン
グを防止する。
【０２３５】
　カバー２２の螺退の完了時、係合歯３１１は、推進手段（即ち弾性ストリップ３１５）
により押され、第１の上昇位置に入る、即ち係合歯３１１の側面（即ち傾斜側面３１２）
は第１の部分２５７１と実質的に接触し、これにより解放を防止し、制限する。
【０２３６】
　係合歯３１１が第１の上昇位置にある状態で、カバー２２との係合からフィルタ・カー
トリッジ３０を除去するには、係合歯３１１を第２の下降位置に持ってくるために、推進
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ートリッジ３０の僅かな軸方向移動を動作させることで、フィルタ・カートリッジ３０を
カバー２２の底部の方へ押すことで十分である。
【０２３７】
　この時点で、フィルタ・カートリッジ３０を解除方向に若干回転させることで十分であ
る。係合歯３１１の側面（即ち傾斜側面３１２）を、第２の部分２５７２により画定され
ている解除斜面と接触させて、これらが、カバー２２（即ち支持本体２５）の底部から距
離を置いて、軸方向に滑動することができ、フィルタ・カートリッジ３０が交換され得る
ような方法で、係合歯３１１との係合から係合座部２５２を自由にするに至らせる。
【０２３８】
　図１６～図２４に示され、上記に記載されている第２の実施形態でも、係合歯３１１は
、フィルタ・カートリッジ３０（特に第１の支持プレート３１）に関連しており、係合座
部２５２は、カバー２２を備えた単一の部品に画定されている支持本体２５に存在する。
あるいは、係合座部２５２がフィルタ・カートリッジ３０に（例えば下部支持プレートに
）形作られること、および係合歯３１１が支持本体２５もしくはケーシング２０のカバー
２２に、またはビーカ本体２１、もしくはフィルタ・カートリッジ３０を支持する別の本
体に、存在することとしてもよい。
【０２３９】
　係合座部２５２が、前述の通り、例えばスナップ係合等により、除去可能に関連付けら
れる直接支持本体２５上に形作られたり、または（第１の実施形態に記載されているよう
に）半永久的な方法で、カバー２２またはビーカ本体２１に同等に形作られることも可能
である。
【０２４０】
　さらに、セクタの熟練した技術者が、以下に特許請求されている本発明の範囲から逸脱
することなく、前述のフィルタ群１０に、技術的な性質の多数のさらなる修正を施すこと
としてもよい。
【０２４１】
　さらに、詳細の全ては、他の技術的に同等の要素に置き換えられることとしてもよい。
【０２４２】
　採用されている材料、ならびに偶然の形状および寸法は、これらにより以下の特許請求
の範囲の保護範囲を放棄することなく、要件に基づく任意のものとしてもよい。
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